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東京都北区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 

 

平成１３年 ３月２９日 規則第 ４号 

改正 平成１９年 ３月２７日 規則第１１号 

 平成２５年 ２月２８日 規則第 ２号 

平成２７年 ３月２４日 規則第１２号 

平成２８年 ９月 ９日 規則第７７号 

令和 ４年 １月１１日 規則第 １号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東京都北区議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年３月東京

都北区条例第４号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（交付申請） 

第２条 政務活動費の交付を受けようとする条例第１条に規定する会派（以下「会派」とい

う。）の代表者及び同条に規定する無会派議員（以下「無会派議員」という。）は、毎会計

年度、区長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書（別記第１号様式又は別記第１

号様式の２）を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、区

長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書（別記第２号様式又は別記第２号様

式の２）を提出しなければならない。 

２ 会派の代表者は、前項の申請に際しては、当該会派が議長に対して提出する会派の結成、

変更等の届出書の写しを添付しなければならない。 

 

（交付決定） 

第３条 区長は、毎会計年度、前条の規定により申請のあつた会派及び無会派議員について

交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び当該無会派議員に対

し政務活動費交付決定通知書（別記第３号様式又は別記第３号様式の２）により通知する

ものとする。 

 

（交付請求及び交付日） 

第４条 前条の規定による交付決定を受けた会派の代表者及び無会派議員は、四半期（４月

から６月まで、７月から９月まで、１０月から１２月まで及び１月から３月までの各区分

による期間をいう。）ごとに、区長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書（別記

第４号様式又は別記第４号様式の２）を速やかに提出するものとする。 

２ 条例第３条第５項及び第３条の２第４項に規定する政務活動費の交付日は、５日とする。
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ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に定める休日をいう。以下この項において同じ。）であるときは、その日後のそ

の日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、区長は、会派の変更その他の理由により、前項の交付日に交

付することができないと認める場合においては、別に交付日を定めることができる。 

 

（政務活動費の返還の様式） 

第５条 条例第４条又は第１１条の規定による政務活動費の返還は、政務活動費返還報告書

（別記第５号様式又は別記第５号様式の２）により行うものとする。 

 

（年度収支報告書等の様式） 

第６条 条例第７条の規定による年度政務活動費収支報告書は、別記第６号様式又は別記第

６号様式の２によるものとする。 

２ 条例第８条の規定による四半期政務活動費収支状況報告書は、別記第７号様式又は別記

第７号様式の２によるものとする。 

 

（証拠書類） 

第７条 条例第８条の規定による証拠書類とは、政務活動費会計帳簿（別記第８号様式）、

政務活動費会計整理票（別記第９号様式及び別記第９号様式の２）及び領収書等の原本を

いう。 

２ 前項の領収書等の原本は、政務活動費会計整理票に添付するものとする。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

（東京都北区議会各会派に対する区政調査研究費の交付に関する規則の廃止） 

２ 東京都北区議会各会派に対する区政調査研究費の交付に関する規則（昭和５５年３月東

京都北区規則第１０号）は、廃止する。 

付 則（平成１９年３月２７日規則第１１号） 

この規則は、平成１９年５月１日から施行する。 

   付 則（平成２５年２月２８日規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２５年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の東京都北区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規

定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費に係る申請等について適用し、こ

の規則の施行の日前に、交付された政務調査費に係る申請等については、なお従前の例に
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よる。 

付 則（平成２７年３月２４日規則第１２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の東京都北区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第７

条の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費に係る証拠書類について適

用し、同日前に交付された政務活動費に係る証拠書類については、なお従前の例による。 

付 則（平成２８年９月９日規則第７７号） 

この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。 

付 則（令和４年１月１１日規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都北区議会政務活動費の交付に関す

る条例施行規則の規定により調製した用紙で現に残存するものについては、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 

 


